
印紙税納付計器使用請求書の記載要領等 

 
１  この用紙は、印紙税法施行令第８条第４項《印紙税納付計器の設置の承認の申請等》に規定する印紙税納

付計器の使用請求書として使用してください。 

 

２  「〃」や「同上」は記載しないでください。 

また、「税務署整理欄」は、記載しないでください。 

 

３  この用紙は、次により記載してください。 

⑴  「請求者」欄は、次のとおり記載します。 

イ 「個人番号又は法人番号」欄には、請求者が個人の場合は個人番号を記載し、また、法人等の場合は、

法人番号を記載します。 

ロ 「住所」欄には、請求者の住所（請求者が法人等の場合には、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載します。 

ハ 「氏名又は名称」欄には、請求者が個人の場合は氏名を記載し、また、法人等の場合は、名称を記載

します。 

ニ 「代表者氏名」欄には、法人等の代表者の氏名を記載します。 

ホ 「事務代理人」欄には、代理人の名で使用請求書を提出する場合（あらかじめ「申告・申請等事務代

理人 届出書」を提出している場合に限ります。）における代理人の役職名（又は職業) 及び氏名を記載

します。 

⑵  設置場所」欄の「所在地」欄及び「名称」欄には、納付計器の設置の承認を受けている事業所等の所在

地及び名称を記載します。 

⑶  計器の名称、型式及び計器番号」欄には、国税庁告示（計器を指定する告示）により指定された計器の

名称及び型式を記載し、計器番号は、その計器に付されている番号を記載します。 

⑷  納付印の税務署名、記号及び番号」欄には、納付印に付されている税務署名、記号、番号を記載します。 

⑸  「G01」欄には、措置を受けようとする印紙税相当額（セット金額）を記載します。 

⑹  前回措置した金額に残額がある場合には、「残額表示」欄に残額を押印して「G03」欄にその残額を記載

します。なお、残額が押印できないものや押印することが困難なものについては、残額の押印に代えて残

額を記載し、税務署員の確認を受けてください。この場合は、「G03」欄に残額を記載しないでください。 

⑺  充当しようとする金額がある場合には、「印紙税過誤納確認申請（兼充当請求）書」により充当の請求

を行い、充当税額を「G02」欄に記載します。 

⑻  「差引納付税額」欄には、G01－G03－G02の算式により計算した税額を記載します。 

⑼  「印紙税納付計器提示時における表示累計額」欄は、納付計器の提示時までに納付印により表示した印

紙税に相当する金額の累計額を記載します。 

⑽  使用請求に当たっては、始動票札を使用する印紙税納付計器にあっては、措置を受けようとする始動票

札及び使用済みの始動票札を提示し、その他の納付計器にあっては、当該印紙税納付計器を提示してくだ

さい。 

 

【注意事項】 

○  設置場所の所轄税務署長へ提出してください。 


